
 

 

 

 

 

 

長かった 2 学期も無事に終業式を迎えることができました。3 年生の進路活動は、就職、進学ともに

多くの生徒が合格を勝ち取り進路が内定しています。卒業まで残すところ 2 ヶ月余りとなりました。明日か

ら始まる冬休みを含めて残り僅かな高校生活を充実したものになるようにしましょう。1，2年生は今学期の

生活面や学習面それぞれの反省を 3 学期に活かせるようにしましょう。休業中は、家族との時間を大切にし

て、暴飲暴食などに注意をして健康的に過ごせるよう心掛けましょう。 

 

 

 

冬休み中の注意事項！～高校生であることを忘れない～ 
１）問題行動は絶対にしない 

深夜徘徊(22 時～翌日 5時)、飲酒、喫煙、不健全な男女交際等が発生する事例が非常に多くなっていま

す。外出する際は、きちんと保護者に行き先や帰宅時間などを伝えてから外出するようにしましょう。 

●アルバイトは安全に！ 

夜間のアルバイトは禁止です（夜９:00 以降の帰宅は必ず保護者の送迎で安全に帰宅すること！） 

●「４＋１ない運動」や福島県自転車安全利用五則を守ろう！ 

県南地区で自転車運転講習に該当する危険行為により交通違反切符を切られている高校生が増えていま

す。石川高校でも例外ではありません。自転車における危険行為について再度確認しましょう。 

２）携帯電話・スマートフォンには十分注意すること 

●ＳＮＳで知り合った人間関係からのトラブルが多発しています。 

神奈川県座間市で発生した男女 9 名の殺害事件は記憶に新しいところでしょう。また、 

小学 5年女児が LINE で知り合った成人男性から性的暴行を受ける事件が発生しています。 

「自分は大丈夫！」等という安易な気持ちは大変危険です。 

３）交通事故、ウィンタースポーツによる事故には十分注意しよう！ 

冬休み中の交通事故には十分注意してください。特に、路面凍結時の歩行や自転車運転は周囲の安全に十

分に気を付けましょう。歩きスマホは危険を察知することが遅れますので大変危険な行為です。 

また、無断外泊や家族以外の運転する車への同乗は禁止です。特別な指導の対象になることがあります。 

  3年生は、2月(自宅学習期間)にならないと免許センターでの学科試験は受けることができません。もし、

2 月以前に免許取得となれば指導の対象となりますので再度、規則についての確認を！ 

４）外出時に注意すること 

もし、交通事故やその他の事故に遭った場合は、必ず警察に連絡し、病院での受診、学校(担任)への連絡

を忘れずに行って下さい。 

学 校 ０２４７－２６－１６５６ / 担 任 （                  ） 

 

 

 

石川高校のアルバイトは、許可制になっています。しかし、学校の許可を得ないでアルバイトをしている「無断アル 

バイト」をしている生徒が見られます。なぜ、許可制かというと、全国的に高校生がアルバイト先とトラブルになるケ 

ースが増えてきているからです。トラブルの理由として、「採用面接時に聞いた時給や働く時間が実際と違う」、「人手が 

足りないから強制的に勤務シフトを組まれて休日がない」「休憩時間が少ない」などがあげられます。こうしたトラブル 

被害を防ぎ、生徒が安全にアルバイトができるように学校と保護者が連携する必要があるので「許可制」にしています。

必ず、決められた手続きをするようにしてください。 

詳しい手続きの手順は、裏面を御覧ください。わからないときは、必ず、担任か生徒指導部の先生に確認してください。 

  

 

髙 

冬季休業期間 １２月２２日（土）～１月１４日（月）  

※1月 1５日(火)第３学期始業式 ※登校指導は１月１８日(金)～２２日(火)) 

アルバイト規則について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続き① 保護者から担任に電話連絡をする。 

（担任から、アルバイト許可の手続き方法や規則についての説明があります。） 

手続き② 生徒は、担任から「アルバイト許可願」の用紙をもらい、記入・保護者押印をする。 

（生徒自身が手続きや規則について理解しよう） 

※保護者に頼らず自分で責任をもって手続きをしよう！ 

手続き③ 採用が決まったら「アルバイト許可願」に記入・押印してもらう。 

【採用決定しても、まだ学校の許可が出ていません！】 

面接に合格すると「いつから働けますか」と聞かれるので、「学校の許可が下りてから来ます。」と答える。 

もし、不合格になった場合は、廃

棄するか、手続き①からやり直す。 

手続き④ 担任に「アルバイト許可願」を提出し、「担任」の欄に押印してもらう。 
この後同じように、「生徒指導係」「生徒指導部長」「教頭」「校長」の順に押印してもらう。 

手続き⑤ 「校長」の欄までの押印が終了したら、生徒指導部長に「アルバイト許可願」を提出する。 
これで手続き完了です！この日からアルバイトスタート OK！ 

 

 アルバイト許可願の有効期限は、年度末（3月 31日）までです。4月 1日からは、新たに許可

を取り直さなくてはなりません。この場合は、手続き①は省略して、手続き②からで良いです。 

 アルバイト許可後、問題行動や成績不良科目（赤点）がある場合、または遅刻や早退及び欠席など

が多い場合は、一時的にアルバイト許可を停止（禁止）することがあります。 

 特に、考査がある月は停止（禁止）になる可能性があることを、あらかじめアルバイト先に伝えて

おいてください。そうならないためにも、勉強をおろそかにしないようにすること。 


